
 

   給料表の適用範囲に関する規則の一部改正について 

 

  平成29年3月22日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

 

第１ 趣旨 

   文化スポーツ部の設置に係る職の新設に伴い、教育職給料表を適用する職

を追加するものである。 

 

第２ 規則案の内容 

   給与条例に定める教育職給料表 (１ )及び教育職給料表 (２)を適用する職

にスポーツ振興専門員等を加えること。(第４条及び第６条関係) 

 

第３ 施行期日（附則関係） 

   平成29年４月１日から施行する。 
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 給料表の適用範囲に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成29年３月 日 

                                            岩手県人事委員会 

委員長 熊 谷 隆 司  

岩手県人事委員会規則第 号 

   給料表の適用範囲に関する規則の一部を改正する規則 

 給料表の適用範囲に関する規則（昭和32年岩手県人事委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （教育職給料表の適用範囲）  （教育職給料表の適用範囲） 

第４条 給与条例に定める教育職給料表(１)は、次に掲げる職

員に適用する。 

第４条 給与条例に定める教育職給料表(１)は、次に掲げる職

員に適用する。 

 (１)～(11) ［略］  (１)～(11) ［略］ 

  (12) 首席スポーツ振興専門員、上席スポーツ振興専門員、

主査スポーツ振興専門員、主任スポーツ振興専門員及びス

ポーツ振興専門員（この項に掲げる職員から当該首席スポ

ーツ振興専門員、上席スポーツ振興専門員、主査スポーツ

振興専門員、主任スポーツ振興専門員又はスポーツ振興専

門員となった者に限る。） 

２ ［略］ ２ ［略］ 

第６条 給与条例に定める教育職給料表(２)は、次に掲げる職

員に適用する。 

第６条 給与条例に定める教育職給料表(２)は、次に掲げる職

員に適用する。 

 (１)～(６) ［略］  (１)～(６) ［略］ 

  (７) 首席スポーツ振興専門員、上席スポーツ振興専門員、

主査スポーツ振興専門員、主任スポーツ振興専門員及びス

ポーツ振興専門員（この項に掲げる職員又は次条第１項の

職員から当該首席スポーツ振興専門員、上席スポーツ振興

専門員、主査スポーツ振興専門員、主任スポーツ振興専門

員又はスポーツ振興専門員となった者に限る。） 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成29年４月１日から施行する。 
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給料表の適用範囲に関する規則の一部改正について 

 

１ 改正の趣旨                                      

知事部局にスポーツ振興専門員（教育職給料表適用）の職を新設することに伴い、所要の改

正をしようとするもの。 

２ 改正の内容                                      

⑴ 規則の趣旨 

給料表の適用範囲については、一般職の職員の給与に関する条例（以下「給与条例」とい

う。）及び市町村立学校職員の給与等に関する条例（以下「給与等条例」という。）の給料表

の備考で定めており、その具体的な適用については、規則で定めているもの。 

 

⑵ 改正内容 

 【職の新設に伴う改正】 

給料表 所属 職名 改正箇所 

給与条例 

教育職（１） 

（知事部局） 

文化スポーツ部 

スポーツ振興専門員 

第４条第１項第 12号 

（追加） 

主任スポーツ振興専門員 

主査スポーツ振興専門員 

上席スポーツ振興専門員 

首席スポーツ振興専門員 

給与条例 

教育職（２） 
同上 同上 

第６条第１項第７号 

（追加） 

※ 教育職(1)は同給料表の適用を受けていた職員、教育職(2)は同給料表及び給与等条例の教育

職給料表の適用を受けていた職員から上記の職員となった者に適用すること。 

 

３ 施行期日                                       

平成 29年４月１日から施行すること。 

人事委員会協議済 

（H29.３.９） 
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